


は　し　が　き

　会͕ࣾ事׆ۀಈΛͯ͠いく͏えで関ͯ͠܎くる税ۚにはさま͟まな΋の͕あり

ます。ͦの͏ͪ、会ࣾのॴಘにରͯ͠՝さΕる税ۚである法人税Λ中৺に、会ࣾ

のऔҾΛめ͙る税ۚにͭいͯ、さま͟まなࢹ఺から੔理Λ行ͬͯΈまͨ͠。

　۩ମతな内容ͱͯ͠は、会ࣾのॴಘΛج४に՝さΕる税ۚ（法人税、ॅຽ税、

事ۀ税等）͕ͲのΑ͏なํ法΍税཰で計ࢉさΕ、֬ఆਃࠂのखଓはͲ͏なるのか

にͭいͯ੔理Λするͱͱ΋に、՝税ॴಘ計ࢉのج本ͱなるऩ益（益ۚ）の計্ͱ

අ༻（ଛۚ）の計্にお͚る法人税のߟえํ΍、いΖいΖなऔҾ৔໘での法人税

のཹҙ事߲にͭいͯղઆΛ行ͬͯいます。

　まͨ、令和 7年度税੍վਖ਼の内容ͱͯ͠、中খܦۀاӦڧԽ税੍の֦ॆ等、新

Ϧʔε会計ج४΁の税੍ରԠ΍๷Ӵಛ別法人税の૑ઃなͲにͭいͯ΋৮Εͯいま

す。

かいऔѻいにͭいͯはলུ͠ࡉ、らΕͯいるͨめݶεϖʔε͕ࡌ೦な͕ら記࢒　

ͯいる৔合΋ありますので、۩ମతなద༻Λߟえるにあͨͬͯは、ઐ໳Ոのॿݴ

Λड͚るなͲͯ͠、΋ͬͱ΋ޮՌతなରࡦΛͯͬ࠾いͨだ͚Ε͹ͱࢥいます。

　本冊子͕、օさんのܦۀاӦにお͚るߟࢀͱなり、まͨ、ৄࡉな税຿ରࡦΛݕ

౼するにあͨͬͯのきͬか͚ͱなり、օさんの会ࣾの੒௕、発లにগ͠で΋د༩

する͜ͱ͕できΕ͹޾いです。

　本冊子の発行にあͨͬͯは、公認会計士・税理士の溝端浩人先ੜͱ妙中茂樹先

ੜٴͼ税理士の松本栄喜先ੜにご執筆いͨだき、ごྗڠΛಘまͨ͠。ްくྱޚਃ

্͛͠ます。

公益財団法人　全国法人会総連合　
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会社には、どのような税金がかかる？
法人税（地方法人税）はどのように計算する？
法人住民税・法人事業税はどのように計算する？
法人税及び住民税等の確定申告期限と修正申告
欠損金が生じた場合の対応は？

商品や製品の売上計上時期
商品や製品の原価はどのように計算する？
有価証券を譲渡したとき、配当を受け取ったとき

減価償却にはどのような方法がある？
減価償却の特例と固定資産修理時の処理
中小企業経営強化税制とは？
100％グループ内の法人間の資産の譲渡損益

交際費課税とは？
税務上損金として認められる役員給与とは？
賃上げを行った場合の優遇措置とは？
債権が回収不能になったとき（貸倒損失）
将来の貸倒れに備えたい（貸倒引当金）
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………………………………………

……………………………………………
…………………………

…………………

………………………………
……………………………

…………………………………………
………………………

………………………………………………………
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………………………………
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……………………………

˗ 本࡭子の内容は、令和7年7月1日現在の法令、通ୡ等によっています。
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第１章 決算と申告の関係

第2章 収益の計上と原価の計算

第３章 資産にかかる税務

第４章 会社経費と税務
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　会社が事業活動をしていくうえで関係してくる税金には、さまざまなものがありま
す。そのうち主なものは以下のとおりです。

෼ɹɹྨ ͲΜͳͱ͖ʹͲΜͳ੫͕͔͔ۚΔ͔
४ʹ՝͞ΕΔجຊతʹॴಘΛج
੫ۚ

ॴಘ͕͋Δ৔߹ˠ�๏ਓ੫ɾ஍ํ๏ਓ੫�ɺ๏ਓॅຽ੫ʢ౎ಓ෎ݝຽ੫ɺࢢொଜຽ
੫ʣɺ๏ਓۀࣄ੫ʤ̐ʙ̓ϖʔδࢀরʥ

४ʹ՝͞ΕΔ੫ۚجॴΛۀࣄ ॴ੫ۀࣄΔ৔߹ˠ͍ͯͬߦΛۀࣄ໛Ҏ্ͷن౳ͰɺҰఆࢢఆ౎ࢦ

ফඅ΍ྲྀ௨౳ʹରͯ͠՝͞ΕΔ
੫ۚ

঎඼Λߪೖɾൢചͨ͠৔߹౳ˠফඅ੫ɾ஍ํফඅ੫
঎඼౳Λ༌ೖͨ͠৔߹ˠؔ੫
੫ࢴ੒ͨ͠৔߹ˠҹ࡞໿ॻ౳Λܖ
੫ڐ৔߹ˠొ࿥໔ͨͬߦ΍ొ࿥౳Λهొ

ͷऔಘ΍ॴ༗ʹରͯ͠՝͞Ε࢈ࢿ
Δ੫ۚ

ෆಈ࢈Λऔಘͨ͠৔߹ˠෆಈ࢈औಘ੫
ෆಈ࢈Λॴ༗͍ͯ͠Δ৔߹ˠݻఆ࢈ࢿ੫ɾ౎ܭࢢը੫
੫ʣ࢈ࢿఆݻ੫ʢ࢈ࢿΛॴ༗͍ͯ͠Δ৔߹ˠঈ٫࢈ࢿՁঈ٫ݮ
ࣗಈंΛऔಘͨ͠৔߹ˠʢܰʣࣗಈं੫ੑڥ؀ೳׂ
ࣗಈंΛॴ༗͍ͯ͠Δ৔߹ˠʢܰʣࣗಈं੫छผׂ

* 令和８年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税（27ページ参照）が新たに課税されます。

　国税庁では、国税に関する手続き等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書
等の控えについて収受日付印の押なつが廃止されました。
　なお、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した

「日付」や「税務署名」 が記載されたものが希望者に渡されています。
　また、e-Tax を利用して申告書等を提出している場合には、利用者識別番号及びパス
ワードでログインすれば、メッセージボックスに格納された受信通知により申告書等の提
出日が確認できますので、確認が必要な場合は e-Tax の利用を検討しましょう。

会社には、
どのような税金がかかる？

第１章 決算と申告の関係

　会社を経営していくうえで、いろいろな税金がかかってくると聞き
ましたが、具体的にはどのような税金が課されるのでしょうか？

ポイント

Q1

　会社には、所得に対して税金（法人税、地方法人税、法人住民税、
法人事業税）が課されるだけでなく、固定資産の取得や所有に対して
も税金（不動産取得税や固定資産税等）が課されます。
　その他にも、日常の取引の中で税金（消費税や印紙税等）が課されます。

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの廃止
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1 法人税（地方法人税）の計算のしくみ
՝੫ॴಘ ＝ ౰期७རӹʢଛࣦʣ ＋ Ճࢉ － ࢉݮ

๏ਓ੫ݻ༗ͷௐ੔
⬆

ॻࢉܾ

๏ਓ੫ͷ年੫ֹ ＝ ՝੫ॴಘ × 3੫཰ ＋ ཹอۚ՝੫ɾ్࢖ൿಗۚ՝੫ － ੫ֹ߇আ

๏ਓ੫ͷ確定申告ೲ੫ֹ ＝ ๏ਓ੫ͷ年੫ֹ － ๏ਓ੫ͷதؒೲ੫ֹ

஍ํ๏ਓ੫ͷ確定申告ೲ੫ֹ ＝ �४๏ਓ੫ֹج × － ஍ํ๏ਓ੫ͷதؒೲ੫ֹ
��ॴಘ੫ֹ߇আٴͼ֎ࠃ੫ֹ߇আ౳ͷن定Λద༻͠ͳ͍Ͱ͠ࢉܭた๏ਓ੫ֹ

2

� �

�

�

2 法人税固有の調整
　次のような項目について、当期純利益（損失）に加算・減算を行います。
　加算…決算では収益に計上していないが税務上益金になる
　　　　決算では費用に計上したが税務上損金にならない（交際費の損金不算入等）
　減算…決算では収益に計上したが税務上益金にならない（受取配当等の益金不算入等）
　　　　決算では費用に計上していないが税務上損金になる

　法人税（地方法人税）の計算のしくみを教えてください。
　赤字の場合には税金はかからないのでしょうか。

ポイント

法人税（地方法人税）は
どのように計算する？Q2

　法人税（地方法人税）の計算は、決算書（損益計算書）の当期純利
益（又は損失）を基礎に法人税のルールに従って「加算」又は「減
算」の税務調整を行って課税所得を計算します。したがって、決算書
が赤字の場合でも、法人税（地方法人税）がかかる場合もあります。

02_25043177_会社取引をめぐる税務_本文.indd   4 2025/07/31   20:05:06



第
１
章

決
算
と
申
告
の
関
係

5

� 法人税の税率
　中小法人等に適用される軽減税率の特例について、対象法人が見直された上で、令
和９年３月31日までに開始する事業年度まで２年間延長されました。
๏ਓ੫ͷ੫཰ʢྩ࿨̓೥݄̐̍೔͔Βྩ࿨̕೥݄̏úø೔·Ͱͷؒʹ։࢝͢Δۀࣄ೥౓ʹద༻ʣ

๏ਓͷن໛౳ ຊଇ੫཰ ેಛ੫཰

ຊۚͷֹ౳͕ࢿ
̍ԯԁҎԼͷී
௨๏ਓ�ø

ॴಘ
ֹۚ

೥ÿ÷÷ສԁҎԼͷ෦෼�ù
ॴಘֹ͕ۚ೥ø÷ԯԁҎԼ
ͷۀࣄ೥౓ øĀˋ

øüˋ

ॴಘֹ͕ۚ೥ø÷ԯԁ௒ͷ
೥౓ۀࣄ øþˋ

೥ÿ÷÷ສԁ௒ͷ෦෼ ùú�ùˋ ຊۚͷֹ౳͕̍ԯԁ௒ͷී௨๏ਓࢿ－
*1 資本金の額等が5億円以上の法人等の100％子法人等を除きます。
*2 �適用除外事業者（その事業年度開始の日前3年以内に終了した事業年度の12か月あたりの所得平均が15億円を超
える法人をいいます）に該当する法人及びグループ通算制度の適用を受ける通算法人は、本則税率となります。

� 留保金課税・使途秘匿金課税
　以下のような特別な課税を受ける場合がありますので、注意が必要です。

（1）特定同族会社の留保金課税
　同族関係者1グループで50％超の株式を保有する等の「特定同族会社」が、一定の
利益を内部に留保した場合には、通常の法人税のほかに、特別税率による「留保金課
税」が課税されます。
（注）�資本金の額等が１億円以下の法人については、特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から除外されています

（資本金の額等が5億円以上の法人等の100％子法人等を除きます）。

（2）使途秘匿金課税
　法人が支出した金銭のうち、相当の理由がなく、その支出の相手方の氏名、名称、
住所、その事由を帳簿に記載せず、使途を秘匿した場合には、通常の法人税のほかに
会社が赤字であっても支出額の40％の法人税が課税されます。

� 税額控除
　所得税額・復興特別所得税額控除、外国税額控除、試験研究費の税額控除　等

� 中間納税額
　既に中間納税している金額があれば、その金額を控除した金額が差引確定法人税額

（確定申告時に納税すべき額）になります。
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1 法人住民税の計算のしくみ
ɹ๏ਓॅຽ੫＝ۉ౳ׂʢҰఆֹʣ＋๏ਓ੫ׂʢ๏ਓ੫ֹ×੫཰ʣ

（1）均等割（赤字でも納める必要があり、適用税率は条例により自治体ごとに定められている）

౳ׂʣۉொଜຽ੫ʢࢢ ಓ෎ݝຽ੫ʢۉ౳ׂʣ
�ຊۚ౳ͷֹࢿ һ਺ۀै ඪ४੫཰ ඪ४੫཰

ø
÷÷÷ສԁҎԼ ü÷ਓҎԼ ü÷
÷÷÷ԁ ù÷
÷÷÷ԁü÷ਓ௒ɹ øù÷
÷÷÷ԁ

ø
÷÷÷ສԁ௒̍ԯԁҎԼ ü÷ਓҎԼ øú÷
÷÷÷ԁ ü÷
÷÷÷ԁü÷ਓ௒ɹ øü÷
÷÷÷ԁ

̍ԯԁ௒ø÷ԯԁҎԼ ü÷ਓҎԼ øý÷
÷÷÷ԁ øú÷
÷÷÷ԁü÷ਓ௒ɹ û÷÷
÷÷÷ԁ

ø÷ԯԁ௒ü÷ԯԁҎԼ ü÷ਓҎԼ ûø÷
÷÷÷ԁ üû÷
÷÷÷ԁü÷ਓ௒ɹ ø
þü÷
÷÷÷ԁ

ü÷ԯԁ௒ ü÷ਓҎԼ ûø÷
÷÷÷ԁ ÿ÷÷
÷÷÷ԁü÷ਓ௒ɹ ú
÷÷÷
÷÷÷ԁ
* 資本金等の額は、事業年度終了日の「法人税法上の資本金等の額に無償増減資等の額を加減算した額」と「資本金
の額及び資本準備金の額の合計額」を比較していずれか大きい金額となります。

（注）東京都23区については、「道府県民税」と「市町村民税」を合わせて、「法人都民税」として申告・納税します。

（2）法人税割
ொଜຽ੫ࢢ ಓ෎ݝຽ੫
ඪ४੫཰ ඪ४੫཰
ý�÷ˋ ø�÷ˋ

（注）�税率は、基準となる標準税率と最高限度となる制限税率（市町村民税は8.4%、道府県民税は2.0%）が定められ
ており、実際の税率は各地方自治体により異なります。

　法人税以外にも法人住民税や法人事業税が課税されると聞きました
が、それぞれの計算のしくみを教えてください。

法人住民税・法人事業税は
どのように計算する？Q3

ポイント
　法人住民税（都道府県民税と市町村民税）は、「均等割」と「法人税
割」から構成されています。また、法人事業税には、所得割と資本金
の額等が 1億円超の法人に対して課税される外形標準課税があります。
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2 法人事業税の計算のしくみ
　法人事業税は、資本金の額等により、計算方法が異なります。資本金の額等が1億
円以下の普通法人等に対しては、所得割と特別法人事業税が課されます。また、資本
金の額等が1億円超の普通法人に対しては、所得割と特別法人事業税のほか、付加価
値割や資本割も課されます。

（1）資本金の額等が1億円以下の法人に対する事業税の課税

法人事業税＝ ॴಘׂ ʢֹ՝੫ॴಘʷ੫཰ʣ ʴ ಛผ๏ਓ事業੫ֹʢج४๏ਓॴಘֹׂ�ʷúþˋʣ

ॴಘֹۚ ඪ४੫཰

ॴಘׂ
ͷ੫཰

೥û÷÷ສԁҎԼͷֹۚ ú�ü� 税率は、基準となる標準税率と最高限度となる制限税率
（標準税率×1.2）が定められており、実際の税率は各地
方自治体により異なります。

೥û÷÷ສԁ௒ ü�ú�೥ÿ÷÷ສԁҎԼͷֹۚ
೥ÿ÷÷ສԁ௒ͷֹۚ þ�÷�

ॴಘج४

　なお、３以上の都道府県に事務所等を有する資本金の額等が1,000万円以上の法人
は、一律年800万円超の金額欄の税率となります。

（2）資本金の額等が1億円超の法人に対する事業税の課税（外形標準課税）

法人事業税＝
ॴಘֹׂ

ʢ՝੫ॴಘ×
੫཰ʣ

�
ಛผ๏ਓۀࣄ੫ֹ
ʢج४๏ਓॴಘ
ֹׂ�×����ʣ

�
෇ՃՁ஋ֹׂ
ʢ෇ՃՁ஋ֹ×

੫཰ʣ
�

ຊֹׂࢿ
ʢࢿຊۚ౳ͷֹ×

੫཰ʣ

* 標準税率により計算した法人事業税の所得割額をいいます。
（注）�前事業年度に外形標準課税の対象だった法人が資本金の額等を1億円以下に減資しても、①資本金と資本剰余金

の合計額が10億円超である場合、②資本金と資本剰余金の合計額が50億円超の法人の100%子法人で、資本金
と資本剰余金の合計額が2億円超である場合には、外形標準課税の対象法人となります（①は令和７年４月１日
以後開始事業年度から、②は令和８年４月１日以後開始事業年度から、それぞれ適用されます）。

४ج४ॴಘجܗ֎

ॴಘׂ
ͷ੫཰

ඪ४੫཰
ø�÷�

෇ՃՁ஋
ׂͷ੫཰

ඪ४੫཰
ø�ù�

ຊׂࢿ
ͷ੫཰

ඪ४੫཰
÷�ü�

� 事業所が複数ある場合
２か所以上の都道府県や市町村に事務所等を有する法人は、そのすべての都道府県

と市町村に申告・納税する必要があります。申告・納税する場合においては、法人税
額等を都道府県・市町村に分割し、その分割した額を課税標準として、都道府県・市
町村ごとに法人税割額や事業税を算定し、これに均等割額を加えた額を申告・納税し
なければなりません。
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確定申告期限事業年度
開始日

事業年度

事業年度
終了日 延長された

確定申告期限

１か月から４か月

２か月以内

1 2

1 確定申告書の提出と納付
　法人は原則として、各事業年度が終了した日の翌日から２か月以内に所轄税務署長
に確定申告書を提出し、その申告書に記載した税額を納付しなければなりません（提
出期限が土曜日に当たるときは翌々日が、日曜日・祝祭日に当たるときは、その翌日
が申告・納付期限となります）。

2 確定申告書の提出期限の延長
　次の場合、最初に提出期限の延長の適用を受けようとする事業年度終了の日（③の
場合は事業年度終了の日の翌日から45日以内）までに申請書の提出が必要です。

ఏग़ݶظΛԆ௕Ͱ͖Δέʔε Ԇ௕ؒظ
ᶃ�ɹఆ׺౳ͷఆΊຢ͸ಛผͳࣄ৘͕͋Δ͜ͱʹΑΓɺ͔݄̎Ҏ಺
ʹఆ࣌גओ૯ձ͕টू͞Εͳ͍ৗگʹ͋ΔͱೝΊΒΕΔ৔߹ ͔݄̍

ᶄ�ɹձ؂ࠪܭਓΛઃஔ͓ͯ͠Γɺఆ׺౳ͷఆΊʹΑΓ͔݄̏Ҏ಺
ʹఆ࣌גओ૯ձ͕টू͞Εͳ͍ৗگʹ͋ΔͱೝΊΒΕΔ৔߹

͔݄̐Λ௒͑ͳ͍ൣғ಺Ͱ
੫຿ॺ௕͕ࢦఆ͢Δ݄਺

ᶅɹͦ֐ࡂͷଞ΍ΉΛಘͳ͍ཧ༝Ͱܾ͕֬ࢉఆ͠ͳ͍৔߹ ੫຿ॺ௕͕ࢦఆ͢Δ݄਺
（注）�法人税の確定申告書の提出期限の延長を受けている法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合に

は、消費税の申告期限も１か月延長される特例が設けられています。

　法人税や法人住民税等の確定申告書はいつまでに提出するのでしょ
うか。また、提出した申告内容に誤りがあった場合はどうすればよい
のでしょうか。

法人税及び住民税等の
確定申告期限と修正申告Q4

ポイント
　確定申告書は、各事業年度が終了した日の翌日から2か月以内に提
出し、確定申告書に記載した税額を納付しなければなりません。
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� 申告期限の延長申請と利子税
　前記 2 により延長の承認を受け確定申告書を提出する場合には、本来の納期限

（事業年度終了後２か月）の翌日から延長後の提出期限までの期間に応じ「利子税」�
が課せられます。そこで、本来の納期限までに所要税額を見込納付することで、「利
子税」の負担を回避することができます。
*� 利子税率は、利子税特例基準割合˞と年7.3％のいずれか低い方となります。なお、令和７年中の利子税率は0.9％と
なります。
※ �利子税特例基準割合とは、各年の前々年9月から前年８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金
利の合計を12で除して得た割合として各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に0.5％を加算した割
合をいいます。

� 確定申告書に誤りがあった場合
（1）修正申告
　確定申告書での所得や税額が過少になっていた場合には、その修正のために「修正
申告書」を提出しなければなりません。

（2）ペナルティー（地方税にも過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金
といった制度があります。）

छྨ ੫ɹɹ཰

ᶃ�ɹաগਃࠂՃࢉ੫
ø÷ˋ�ø�ù
ɾௐࠪ௨஌લʹमਖ਼ਃͨ͠ࠂ৔߹͸՝͞Ε·ͤΜɻ
ɾௐࠪ௨஌͔Βߋਖ਼༧஌·Ͱͷؒʹमਖ਼ਃͨ͠ࠂ৔߹͸̑ˋܰݮ�ù
ɾ༏ྑͳిࢠா฽ʹ͞ࡌهΕ߲ͨࣄʹؔ͠ਃࠂ࿙Ε͕͋ͬͨ৔߹͸̑ˋܰݮ

ᶄɹແਃࠂՃࢉ੫

øüˋʢೲ෇੫ֹͷü÷ສԁΛ௒͑Δ෦෼͸ù÷ˋɺú÷÷ສԁΛ௒͑Δ෦෼͸ú÷ˋʣ�ø�ú
ɾߋ�ਖ਼Λ༧஌͠ͳ͍ޙݶظਃࠂͷ৔߹Ͱɺਃ͔ݶظࠂΒ͔݄̍Ҏ಺ʹਃࠂॻ͕ఏग़͞Εɺ͔
ͭɺೲ෇੫ֹͷશֹ͕ਃݶظࠂ·Ͱʹೲ෇͞Ε͍ͯΔ౳ͷ৔߹͸՝͞Ε·ͤΜɻ
ɾௐࠪ௨஌લͷਃࠂͰߋਖ਼༧஌͞Εͨ΋ͷͰͳ͍৔߹͸ø÷ˋܰݮ
ɾௐࠪ௨஌͔Βߋਖ਼༧஌·Ͱͷؒʹਃͨ͠ࠂ৔߹͸̑ˋܰݮ

ᶅɹॏՃࢉ੫
úüˋʢແਃࠂͷ৔߹͸û÷ˋɺεΩϟφอଘͷه࿥ʹӅ΃͍ɾԾ૷͕͋Δ৔߹͸ûüˋʣ�ú
ɾނ�ҙʹ࣮ࣄͷશ෦ຢ͸Ұ෦ΛӅͨ͠ΓɺԾ૷ͨ͠৔߹΍ɺӅ΃͍ɾԾ૷͞Εͨͮجʹ࣮ࣄ
੫ͳͲʹ୅͑ͯ՝͞ΕΔ͜ͱͱͳΓ·͢ɻࢉՃࠂॻΛఏग़ͨ͠৔߹͸ɺաগਃٻਖ਼ͷ੥ߋ͖

ᶆɹԆ଺੫
ʮ೥øû�ýˋʯͱʮԆ଺੫ಛྫج४ׂ߹ʢྩ࿨̓೥͸ø�ûˋʣ＋þ�úˋʯͷ͍ͣΕ͔௿͍ํʢͨͩ
͠ɺೲݶظͷཌ೔͔Β͔݄̎Λܦա͢Δ೔·Ͱͷؒظʹ͍ͭͯ͸ɺʮ೥þ�úˋʯͱʮԆ଺੫ಛ
४ׂ߹ʢྩ࿨̓೥͸ø�ûˋʣ＋̍ˋʯͷ͍ͣΕ͔௿͍ํͱͳΓ·͢ʣجྫ

*1 �国税庁等の職員からの帳簿の提示又は提出の要求を拒否したり、提示又は提出された帳簿の売上金額の記載が
著しく不十分である場合には、10％（一定の場合は5％）が加算されます。

*2 期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については5％が加算されます。
*3 �過去5年以内に同一の税目について、無申告加算税や重加算税が課されている場合にはそれぞれ10% が加算さ
れます。また、前年度及び前々年度において、無申告加算税又は重加算税を課される者が更に無申告行為を起
こした場合、その課される無申告加算税又は重加算税の割合が10%加算されます。
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ʪྫࢉܭʫ

தখ๏ਓ౳�ø
ͷ৔߹

੨৭֬ఆਃࠂ
ྩ࿨̐೥౓ ྩ࿨̑೥౓ ྩ࿨̒೥౓ ྩ࿨̓೥౓

ॴಘֹۚ ࣈࠇ
ø÷÷

੺ࣈ
˚çø÷÷

੺ࣈ
˚çù÷÷

ࣈࠇ
ɹɹçü÷

ܽଛۚ߇আֹ ʕ ʕ ʕ ç˚ɹü÷
ॴಘֹۚޙআ߇ ø÷÷ ˚çø÷÷ ˚çù÷÷ ɹɹɹ÷

ೲ෇ʢؐ෇˚ʣ๏ਓ੫ֹ�ù çøü ˚ɹøü ʕ ʕ
ߴ࢒ӽܽଛۚ܁ ʕ ʕ ˚çù÷÷ ˚çøü÷
ద༻੍౓ ʕ ໭ؐ͠෇܁ ʕ আ߇ӽ܁

*1 資本金の額等が１億円以下の法人等（資本金の額等が5億円以上の法人等の100％子法人等を除く）をいいます。
*2 便宜的に税率15％で計算しています。

1 欠損金の繰越控除
　青色申告書を提出した事業年度の欠損金額は、翌事業年度以降10年間（９年間˞）
にわたり繰り越し、各事業年度の所得金額に下記の控除割合を乗じた金額を限度とし
て損金の額に算入できます。
　なお、中小法人等（上記�ø参照）は、全額控除することができます。

ܽଛۚ߇আલॴಘֹۚʹ
ର͢Δ߇আׂ߹

தখ๏ਓ౳ ø÷÷ˋ
தখ๏ਓ౳Ҏ֎ˎ çü÷ˋ

* 新設法人（資本金の額等が5億円以上である法人等の100％子法人を除く）の設立の日から７年を経過する日までの
各事業年度（株式等が上場した日以後に終了する事業年度を除く）については、中小法人等と同様、欠損金額の全
額（控除割合100％）を控除することができます。

　欠損金が生じた場合は、どのような取扱いになりますか。

欠損金が生じた場合の
対応は？Q5

ポイント
　青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金については、欠損金
の繰越控除制度と欠損金の繰戻し還付制度によって、税負担の調整が
図られています。
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〈要件〉
①　欠損金額の生じた事業年度において青色申告書を提出していること
②　欠損金額の生じた事業年度以降、連続して確定申告書を提出していること
　　（途中で無申告の事業年度がある場合には、適用されません）
③　帳簿書類及び電子取引の取引情報を10年間（９年間˞）保存していること

〈控除順序等〉
①　古い事業年度に発生した欠損金額から順次控除します。
②　10年間（９年間˞）で控除しきれなかった欠損金額は切り捨てられます。
˞（　　）書は、平成30年４月１日前に開始する事業年度の欠損金について適用。

2 欠損金の繰戻し還付
　青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額については、「欠損金の繰越控
除」にかえて、欠損事業年度の開始日前1年以内に開始した事業年度（災害損失欠損
金額の場合は、前２年以内に開始した複数の事業年度・還付所得事業年度）に繰り戻
して法人税額の還付を受けることができます（地方税には欠損金の繰戻し還付制度は
ありません）。
①　還付請求できる法人
　イ．中小法人等（10ページ�ø参照）
　ロ．解散等の事実があった法人
　ハ．災害にあった法人（白色申告の場合は、前1年以内に開始した事業年度のみ）
②　還付請求できる額

還付所得事業年度の法人税額 ×
欠損事業年度の欠損金額

（災害の場合は、災害損失欠損金額）˞　　　　　　　　　　　　　　　　　　還付所得事業年度の所得金額
˞ç還付所得事業年度の所得金額（分母）を限度とします。
（注）還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出していることが要件となります。

� 災害欠損金の繰越控除
　青色申告書を提出しなかった（白色申告）事業年度において生じた欠損金額は前述
のとおり繰越控除できませんが、それが災害による損失金（棚卸資産、固定資産等に
生じたものに限り、保険金等で補塡された金額を除きます）である場合は、10年間

（９年間�）の繰越控除が認められています。
* （　　）書は、平成30年４月１日前に開始する事業年度の欠損金について適用。
（注）�災害欠損金の生じた翌年から連続して確定申告書を提出していること及び災害欠損金の生じた事業年度に係る帳

簿書類を保存していることが要件となります。
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1 棚卸資産（商品・製品等）の売上計上基準
　商品や製品の販売による売上は「引渡し」があった日に計上しなければなりません。

「引渡日」の判定基準として例えば、次のような基準があります。
引
渡
基
準

➡　出荷基準……出荷した日を売上計上日とする方法
➡　検収基準……得意先が検収した日を売上計上日とする方法
➡　使用収益開始基準……先方で商品等を使用収益できることになった日を売上計上日とする方法

（注）�上記のほかに検針日基準、船積日基準や相手方着荷日基準などがあり、一度採用した基準は原則として継続し
て適用する必要があります。

2 特殊な販売形態による売上計上時期
　委託販売や試用販売、予約販売、商品引換券の発行、不動産仲介・斡旋報酬、技術
役務の提供に係る報酬といった特殊な販売形態に関する売上については、それぞれの
内容に応じた売上の計上方法が認められています。

� 売上の見積計上
　商品等の引渡しは済んでいるのに、販売価額が確定していないときは、その時点の
現況で売上金額を合理的に見積もり、売上計上します。後日、確定した販売価額が見

　商品や製品の販売による売上はいつ計上するのでしょうか。

商品や製品の売上計上時期Q6
ポイント

　商品等の販売による売上は、商品等の「引渡し」があった日の事業
年度において計上しなければなりません。

第2章 収益の計上と原価の計算

※ �上場会社等については、令和3年４月１日以後に開始する事業年度から「収益認識に関する会計基
準」（収益の計上単位、計上金額、計上時期について5つのステップに沿って収益を認識する）が
強制適用されています。

　 �また、上記の会計基準の適用開始に伴い税務上の収益の認識時期等も明確化されています（中小企
業は、従前の取扱いによることも可能であるため、Q6では従前の取扱いを記載しています）。
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積額と異なれば、その差額をその確定した日の事業年度の損益に計上します。

合理的な
見積もり

その商品等と同種のものが一般に
取引されている場合 ➡　期末において通常取引される価額等

その商品等と同種のものが一般に
取引されていない場合 ➡ �期末に最も近い時期に販売された価額等

相手との交渉時における仮の価額等

� 商品等について返品があったとき
　売上の計上が前期以前に行われたものである商品等について、品質不良等の理由に
より返品があった場合には、返品の通知を相手から受けた日や返品を受け入れた日の
事業年度に売上高等から控除します。
　したがって、販売した事業年度に遡って修正することや返品の生ずる可能性に基づ
き見積計上することは認められません。

� 売上値引き・割戻しの計上時期
　売上値引き・割戻しをした場合のその計上時期は、次のような取扱いとなります。

಺ɹɹ༰ ظ্࣌ܭ
࣍ͷཁ݅Λ͢΂ͯຬͨ͢৔߹
ᶃ��ɹ஋Ҿ͖ɾׂ໭͠ͷ಺༰౳͕ܖ໿΍औҾߦ׳౳ʹΑͬͯ૬खํʹ໌Β͔ʹ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱຢ͸Ҿ౉͠౳Λۀࣄͨͬߦ೥౓ऴྃͷ೔ʹ͓͍ͯ಺෦తʹܾఆ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱ

ᶄ�ɹաڈͷ࣮੷౳ʹΑΔ߹ཧతͳํ๏Ͱܧଓͯ͠ద༻͞Ε͍ͯΔํ๏ʹΑΓੵݟ
ΓɺͦͷੵݟΓʹࢉ͖ͮجఆ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ

ᶅɹᶃٴͼᶄͷࠜڌॻྨ͕อଘ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ

Ҿ౉͠౳Λࣄͨͬߦ
೥౓ۀ

߹Ҏ֎ͷ৔ه্ ௨஌೔ຢ͸ࢧ෷೔ͷ
ଐ͢Δۀࣄ೥౓�

* 相手方との契約等により一定期間支払いをしないこととされている場合のように、相手方で利益を享受することが
できない売上割戻しについては、実際に支払をした日に計上することになります。

（注）�令和5年10月１日以後に、適格請求書発行事業者が売上値引き等を行った際には、適格返還請求書を交付する必
要があります（税込み１万円未満の場合は交付不要）。

� 仕入値引き・割戻しの計上時期
　売上値引き・割戻しを受取側で捉えたものが、「仕入値引き・割戻し」となります
が、その計上時期は、売上値引き・割戻しと異なります。
　なお、仕入値引きの計上時期は、その値引きを受けた日の属する事業年度となり、
仕入割戻しの計上時期は、次のようになります。

಺ɹɹ༰ ظ্࣌ܭ
ఆ͞Εɺ͔ͭɺͦͷࢉೖ਺ྔʹΑΓߪೖՁֹ΍ߪ
߹໿ॻͳͲͰ໌ࣔ͞Ε͍ͯΔ৔ܖ४͕جఆࢉ ঎඼౳Λߪೖͨ͠೔

߹४͕໌ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍৔جఆࢉ ೖׂ໭͠ͷֹۚͷ௨஌Λड͚ͨ೔࢓
（注）一定期間支払を受けない仕入割戻しについては、原則として実際に支払を受けた日に計上することになります。
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1 棚卸資産の取得価額
　棚卸資産の取得価額は、その取得の形態別に次のとおりとなります。

⑴　購入した棚卸資産の取得価額 ˰ ೖ୅Ձߪ ＋ ෇ਵඅ༻

⑵　製造等による棚卸資産の取得価額 ˰ɹ ੡଄ݪՁ ＋ ෇ਵඅ༻

⑶　贈与・交換等により取得した
棚卸資産の取得価額 ˰ɹ ࣌ɹՁ ＋ ෇ਵඅ༻

গֹͳ෇ਵඅ༻Ͱॏཁੑͷ๡͍͠΋ͷ͸ɺऔಘՁֹʹࢉೖ͠ͳ͍͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻॏ
ཁੑͷ൑அͱͯ͠ɺʮ̏ˋج४ʯ�͕ద༻͞Ε·͢ɻ
* 付随費用の合計額が購入代価の概ね3％以内の少額なもの。

　取得価額に算入すべき付随費用は、取得の形態別に次のとおりとなります。
（1）購入した棚卸資産の場合
　○ 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
　○ 販売所等から販売所等へ移管するための運賃、荷造費等の費用の額
　○ 特別の時期に販売するために長期保管する費用等の額

　棚卸資産の取得価額にはどのような費用を含めるのでしょうか。ま
た、売上原価はどのように計算するのでしょうか。

商品や製品の原価は
どのように計算する？Q7

ポイント
　棚卸資産の取得価額は、原則として、購入代価（製造原価）と付随
費用の合計額で計算します。しかし、少額な付随費用は取得価額に算
入しなくてもよいことになっています。
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（2）製造等による棚卸資産の場合
　○ 製造後の検査、検定、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
　○ 製造場等から販売所等へ移管するための運賃、荷造費等の費用の額
　○ 特別の時期に販売するために長期保管する費用等の額

2 売上原価の計算
（1）売上原価の計算方法
　売上高に対応する売上原価の計算は、事業内容によって次のとおりとなります。
ʪ঎ࣾɺԷɾখച業ͷ৔߹ʫ
ɹɹച্ݪՁʹ期ट঎඼୨Էߴʴ౰期঎඼࢓ೖߴʵ期຤঎඼୨Էߴ
ɹʪ੡଄業ͷ৔߹ʫ
ɹɹച্ݪՁʹ期ट੡඼୨Էߴʴ ౰期੡඼੡଄ݪՁ ʵ期຤੡඼୨Էߴ
ɹɹɹɹɹɹᴺL ᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸN
ɹɹ ౰期੡඼੡଄ݪՁ ʹ期टֻ࢓඼୨Էߴʴ ౰期૯੡଄අ༻ ʵ期຤ֻ࢓඼୨Էߴ
ɹɹɹɹçɹᴺL ᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸᴸN
ɹɹ ౰期૯੡଄අ༻ ʣʴߴྉ୨Էࡐݪʵ期຤ߴೖ࢓ྉࡐݪʴ౰期ߴྉ୨Էࡐݪྉඅʢ期टࡐݪ�ʹ

࿑຿අʴܦඅ

（2）期末在庫と利益の関係
　売上原価を個別に把握している場合を除き、売上原価は、「期首の在庫」に「当期
の仕入」を加算して、そこから「期末の在庫」を差し引くことにより計算されます。
　「期首の在庫」と「当期の仕入」については金額が確定しているため、「期末の在
庫」（期末棚卸高）の金額により売上原価の金額が変わります。

〈具体例〉
ᶃ期຤ͷ͕ݿࡏù÷ͷ৔߹ ᶄ期຤ͷ͕ݿࡏû÷ͷ৔߹

期ट୨Էߴɹú÷

ച্ݪՁɹÿ÷

期ट୨Էߴɹú÷
ച্ݪՁɹý÷

౰期࢓ೖߴɹþ÷ ౰期࢓ೖߴɹþ÷
期຤୨Էߴɹû÷

期຤୨Էߴɹù÷

　売上が200の場合の利益は、
　①の場合、売上200－売上原価80＝売上総利益120
　②の場合、売上200－売上原価60＝売上総利益140
となり「期末在庫」（期末棚卸高）の金額がそのまま利益に影響を及ぼします。
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1 有価証券の売却損益の計上時期
　有価証券を譲渡した場合の売却損益は、原則としてその譲渡契約を締結した日（約
定日）の属する事業年度の益金又は損金に計上します。例えば、証券業者等へ委託し
ている場合には、約定日は、取引（売却）成立日となります。

2 有価証券の売却損益の計算
　通常、有価証券を譲渡した場合の売却損益の計算は、次のとおりです。

譲渡損益 ＝ 譲渡対価 － 譲渡原価（移動平均法等により算出した一単位当たりの金額
×譲渡した有価証券の数）

（注）�株式交付制度により買収会社の自社株式等の交付を受けた場合には、譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べ
ることとされました。なお、株式交付後に買収会社が同族会社（非同族の同族会社を除く）に該当する場合は、
上記の繰延措置は適用されません。

� 有価証券の譲渡と消費税
　有価証券の譲渡については、非課税売上�となります。よって、有価証券の譲渡が
行われた場合には、控除できない消費税が発生する可能性がありますので、注意が必
要です。
* 一般の有価証券の売買の場合、消費税の課税売上割合の計算の分母に含める金額は、譲渡対価の5％となります。

　有価証券を売却したり、配当を受け取った場合の、その収益の計上
時期はいつになるのでしょうか。また、処理に当たって何か気をつけ
る点はありますか。

有価証券を譲渡したとき、
配当を受け取ったときQ8

ポイント
　原則として、有価証券は売買契約の日に収益計上することになりま
す。受取配当等は、その種類によって収益計上の時期が異なり、ま
た、受取配当等のうち一定額は益金不算入となります。
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� 配当金の収益計上時期
　配当金の収益計上時期は、その種類によって次のとおりになります。

഑౰ͷछྨ ظ্࣌ܭ
৒༨ۚͷ഑౰ ഑౰ޮྗൃੜ೔
རӹͷ഑౰ຢ͸৒༨ۚͷ෼഑ ࣾһ૯ձ౳ͷܾٞ೔

౤ࢿ৴ୗͷऩӹͷ෼഑ ͷ຤೔ؒظࢉܭ
ʢ৴ୗͷऴྃຢ͸Ұ෦ղ໿ͨ͠৔߹͸ऴྃຢ͸ղ໿ͷ೔ʣ

み
な
し
配
当

߹ซɺ෼ׂܕ෼ׂ
ʢద֨߹ซɺద֨෼ׂܕ෼ׂΛআ͘ʣ ߹ซʢ෼ׂʣޮྗൃੜ೔ຢ͸ઃཱొه೔

ຊͷ෷໭͠ࢿ ৒༨ۚͷ഑౰ޮྗൃੜ೔
ղࢄʹΑΔ࢒༨࢈ࡒͷ෼഑ ͦͷ෼഑ͷ։࢝ͷ೔
౳ͷऔಘࣜגݾࣗ ͦͷऔಘ೔

（注）�剰余金の配当等について、継続適用を条件として、実際の入金日に計上することも認められます。ただし、この
取扱いは通常の支払期間内に支払を受けるものに限られます。

� 受取配当等の益金不算入
　剰余金の配当等というのは、配当金を支払う側の法人における課税済みの剰余金の
処分であるため、これにさらに受け取った側の法人で課税をすると二重課税になるこ
とから、法人が受け取った配当等の額のうち、例えば次のようなものは、益金の額に
算入しないとする措置がとられています（ただし、外国法人等からの配当等�は対象
外です）。
* 受取配当等の益金不算入制度とは別に、一定の外国子会社からの配当金額のうち95％相当額は益金の額に算入しな
い、という制度があります。

益金不算入
の適用対象

①
②
③

剰余金の配当
利益の配当、出資に対する剰余金の分配
特定株式投資信託の収益の分配

益金不算入
金　　　額 ＝

株式等の区分 株式等の保有割合 益金不算入額
完全子法人株式等 100％ �ø 配当等の額の全額　※負債利子額控除なし

＋
関連法人株式等 3分の１超 �ø 配当等の額－関連法人株式等に係る負債利子額 �ù

＋
その他の株式等 5％超 �ø 配当等の額×50％　※負債利子額控除なし

＋
非支配目的株式等 5％以下 �ø 配当等の額×20％　※負債利子額控除なし

（注）�完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等については、源泉徴収が不要となります。
*1 完全支配関係がある法人が有する株式を含めて判定します。
*2 �負債利子額の計算方法は、原則としてⒶ「関連法人株式等に係る配当等の額の４％相当額」とされています。な
お、Ⓑ「適用事業年度の支払利子等の額の合計額の10％相当額」が、Ⓐ以下である場合には、負債利子額をⒷとす
ることができます。
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　減価償却資産については、取得価額をその資産の耐用年数に応じて将来にわたって損
金算入することになります。なお、代表的な償却方法及び計算方法は次表のとおりです。
ʲ୅දతͳঈ٫ํ๏ٴͼํࢉܭ๏ʳ

औಘ࣌ظ ঈ٫ํ๏ ౓ֹʣݶ๏ʢঈ٫ํࢉܭ
ʢඋ๨Ձֹ̍ԁ͸ඞͣ͢࢒ඞཁ͕͋Γ·͢ʣ

ฏ੒øĀ೥
݄̐̍೔
Ҏޙ

ఆֹ๏ औಘՁֹ×଱༻೥਺ʹԠͨ͡ఆֹ๏ͷঈ٫཰
ఆ཰๏

ʢ ùü÷ˋఆ཰๏�øٴͼʣù÷÷ˋఆ཰๏�ù
ௐ੔લঈ٫ֹ�ú＝
ʢऔಘՁֹ－طঈ٫ֹʣ×଱༻೥਺ʹԠͨ͡ఆ཰๏ͷঈ٫཰�ú

ੜߴ࢈ൺྫ๏
औಘՁֹ × ۷༧ఆ೥਺ͷ͏ͪ࠾۷਺ྔ଱༻೥਺ͱ࠾

୹͍ํͷؒظ಺ͷ۷࠾༧ఆ਺ྔ

Ϧʔεؒظఆֹ๏ औಘՁֹ－࢒Ձอূֹ�û × ͦͷۀࣄ೥౓ʹ͓͚ΔͦͷϦʔεؒظͷ݄਺Ϧʔεؒظͷ݄਺

ฏ੒øĀ೥
݄̏úø೔
Ҏલ�ü

ఆֹ๏چ ʢऔಘՁֹ－࢒ଘՁֹʣ×଱༻೥਺ʹԠͨ͡چఆֹ๏ͷঈ٫཰
ఆ཰๏چ ʢऔಘՁֹ－طঈ٫ֹʣ×଱༻೥਺ʹԠͨ͡چఆ཰๏ͷঈ٫཰

ൺྫ๏ߴ࢈ੜچ
औಘՁֹ－࢒ଘՁֹ × ۷༧ఆ೥਺ͷ͏ͪ࠾۷਺ྔ଱༻೥਺ͱ࠾

୹͍ํͷؒظ಺ͷ۷࠾༧ఆ਺ྔ
*1 原則として、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産に適用されます。
*2 原則として、平成24年４月１日以後に取得した減価償却資産に適用されます。
*3 �耐用年数経過時に備忘価額（１円）を残して全額償却できるよう、調整前償却額＜償却保証額（取得価額×保証率
（耐用年数省令別表第九、十参照））となった事業年度以降については、次の算式で償却額を計算します。

改定取得価額 ×耐用年数に応じた定率法の改定償却率（耐用年数省令別表第九、十参照）
　　 償却保証額に満たないこととなった最初の事業年度の期首未償却残高

*4 �令和9年４月１日以後に締結された所有権移転外リース取引から、残価保証額を控除しないこととなりますが、令
和9年3月31日以前に締結されたものについては、一定の経過措置が設けられています。

*5 �平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額（取得価額の95％相当額）まで償却し
た事業年度の翌事業年度以後5年間で残り5％相当額を備忘価額（１円）まで均等償却できます。

　減価償却の方法には、いろいろな種類があるそうですが、具体的に
はどのような方法があるのですか。

減価償却には
どのような方法がある？Q9

ポイント
　減価償却の方法は、減価償却資産の区分に応じて定められていま
す。代表的な方法として定額法や定率法があります。

第３章 資産にかかる税務
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ʲબ୒Ͱ͖Δঈ٫ํ๏ʳ
ɹݮՁঈ࢈ࢿ٫ͷछྨʹԠͯ͡બ୒Ͱ͖ΔݮՁঈ٫ͷํ๏͕ఆΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ɹͳ͓ɺҰఆͷݶظ·Ͱʹঈ٫ํ๏ͷબ୒ͷಧग़͕ͳ͍৔߹ʹ͸ɺ๏ఆঈ٫ํ๏͕ద༻͞Ε·͢ɻ

ͷछྨ࢈ࢿՁঈ٫ݮ ఆֹ๏ ఆ཰๏
�ங෺ߏɾ�෺ෟଐઃඋݐ෺ɾݐ ˕ ×
࢈ࢿఆݻܗҎ֎ͷ༗ه্ ˓ ˕
ແݻܗఆٴ࢈ࢿͼੜ෺ ˕ ×

* �平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法のみの適用となります（平成28年3月31日以
前に取得した建物附属設備及び構築物は、定率法又は定額法のいずれも選択することができます）。
◎：法定償却方法　　○：選択できる償却方法　　×：選択できない償却方法
（注�）�上記以外にも減価償却資産の種類に応じた償却方法が定められています（鉱業用減価償却資産の場合は生産高比

例法、リース資産の場合はリース期間定額法）。

ʲඒज़඼౳ͷऔѻ͍ʳ
ɹඒज़඼౳ʹ͍ͭͯ͸ɺྺ࢙తՁ஋ຢ͸رগՁ஋͕͋Γ୅ସੑͷͳ͍΋ͷ΍ɺऔಘՁֹø÷÷ສԁҎ্ͷ
ඒज़඼౳�Λআ͖ɺݮՁঈ࢈ࢿ٫ʢ๏ఆ଱༻೥਺͸ɺøü೥ຢ͸̔೥ʣͱͯ͠औΓѻΘΕ·͢ɻ
* �不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用（有料で公開するものは除く）のもので、移設困難で転用した場
合に美術品としての市場価値が見込めないもの等を除く。

ʲத࢈ࢿݹͷ࢒ଘ଱༻೥਺ʳ
ɹத࢈ࢿݹΛऔಘͨ͠৔߹ͷ࢒ଘ଱༻೥਺͸ɺੵݟΓʹΑΔ͜ͱͱͳΓ·͕͢ɺ௨ৗ͸ੵݟΓ͕ࠔ೉
ͳͨΊԼهͷࣜࢉܭʹΑΓ࢒ଘ଱༻೥਺ΛٻΊ·͢ɻ

औಘঢ়گ ࣜࢉଘ଱༻೥਺ܾఆͷ࢒
ᶃɹ๏ఆ଱༻೥਺ͷશ෦Λܦաͨ͠΋ͷ ๏ఆ଱༻೥਺×ù÷ˋ
ᶄɹ๏ఆ଱༻೥਺ͷҰ෦Λܦաͨ͠΋ͷ ʢ๏ఆ଱༻೥਺－ܦա೥਺ʣ＋ܦա೥਺×ù÷ˋ

（注）計算結果に１年未満の端数が生じたときは切捨て、2年に満たない場合は2年とします。

　リース取引の会計処理には、ファイナンスリース（売買処理）とオペレーティングリース（賃貸借処理）
の２種類があり、それぞれ異なる会計処理が適用されます。
　新リース会計基準では、借手は原則全てのリース取引について、貸借対照表に使用権資産・リース
負債を計上することとされました。税務においては従来の取扱いから変更されておらず、オペレーティ
ング・リースについては、会計と税務との乖離が生ずることとなったため、税務申告書での別表調整
が必要となります。なお、中小企業は、新リース会計基準が任意適用となるため、基本的には会計と
税務との乖離は生じません。
ʲआखͷϦʔεऔҾͷձܭॲཧͱ੫຿ॲཧʳ

४جܭϦʔεձچ ৽Ϧʔεձجܭ४ ੫຿্ͷऔѻ͍

ϑΝΠφϯεɾϦʔε
Φϯόϥϯε
Ϧʔε࢈ࢿɾ
Ϧʔε࠴຿ͷ্ܭ

Φϯόϥϯε
ɾ࢈ࢿݖ༺࢖
Ϧʔεෛ࠴ͷ্ܭ

ചങॲཧ
ʢΦϯόϥϯεʣ

ΦϖϨʔςΟϯάɾϦʔε౳ Φϑόϥϯε
ʢൃੜ࣌ʹඅ༻্ܭʣ

௞ିआॲཧ
ʢΦϑόϥϯεʣ

ʲିखͷϦʔεऔҾͷձܭॲཧͱ੫຿ॲཧʳ
४جܭϦʔεձچ ৽Ϧʔεձجܭ४ ੫຿্ͷऔѻ͍

ϑΝΠφϯεɾϦʔε Φϯόϥϯε
ʢϦʔε౤࢈ࢿࢿ౳ͷ্ܭʣ

Φϯόϥϯε
ʢϦʔε౤࢈ࢿࢿ౳ͷ্ܭʣ
ʢׂොج४ͷഇࢭʣ

ചങॲཧ
ʢԆ෷ج४ͷಛྫഇࢭʣ

ΦϖϨʔςΟϯάɾϦʔε౳ Φϑόϥϯεʢൃੜ࣌ʹऩӹ্ܭʣ ௞ିआॲཧ
ʢΦϑόϥϯεʣ

令和7年度税制改正
新リース会計基準への税制対応
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1 少額減価償却資産等の取扱い
　減価償却資産を取得した場合には、取得時に資産に計上し、耐用年数に応じて減価
償却の方法により将来にわたって損金に算入することになりますが、少額の減価償却
資産については、一定の条件のもと、一括して３年で均等償却する方法又は取得時に
全額損金に算入する方法が認められています。
（注）�令和４年４月１日以後取得等した減価償却資産については、貸付け（主要な事業として行われるものを除く）の

用に供したものは除かれます。

（注）中小企業者等のうちグループ通算制度の適用を受ける通算法人及び従業員500人超（出資金等が１億円超の農業協同組合等は300人
超）の法人は、上記③規定の適用対象外となります。

*2 �所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産についても適用することができます。ただし、少額減価償却資産
（①の部分）及び一括償却資産（②の部分）は適用することはできません。

資本金の額等が
１億円以下の法人

大規模法人（資本金の額等が
１億円超の法人等）の子法人等

上記以外の法人

中小企業者等以外
適用除外事業者
（5ページ *2参照）

上記以外の法人 中小企業者等ʢ஫ʣ

ʪগֹͷݻఆ࢈ࢿΛऔಘͨ͠৔߹ͷ๏ਓ੫๏্ͷॲཧʫ
青色申告書を提出する中小企業者等�ø

上記以外

取得
価額

０円～10万円未満 通常の減価償却選択可能 （3年均等償却選択可能） ①全額損金算入 全
額
損
金
算
入
�ù

10万円～20万円未満 ②3年均等償却 ③
20万円～30万円未満 通常の減価償却

*1 中小企業者等とは、次の会社をいいます。

年
間
300
万
円

が
限
度

ʢ

ʢ

　取得価額が少額な減価償却資産を購入した場合の特例を教えてくだ
さい。また、固定資産を修理・改良した場合に、費用処理できるのは
どのような場合ですか。

減価償却の特例と
固定資産修理時の処理Q10

ポイント
　取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、減価償却
の特例があります。固定資産を修理・改良等した場合、固定資産の価
値を増加させる支出等は資本的支出として資産に計上し、通常の維持
管理のための支出等は修繕費として費用（損金）処理します。
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2 資本的支出と修繕費の区分
　資本的支出か修繕費かの判定は、実務のうえでは非常に難しい面があり、下記の形
式基準によって資本的支出と修繕費を区分している場合は、税務上その区分による処
理を認めることとしています。

ᶃ
Ұͭͷमཧɾվྑ౳ʹཁͨ͠අ༻ͷֹ͕ù÷ສԁະຬͷ৔߹ɺຢ͸ͦͷमཧ౳͕֓Ͷ̏೥Ҏ಺
ͷؒظΛपظͱͯ͠ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕աڈͷ࣮੷౳͔ΒΈͯ໌Β͔ͳ৔߹͸ɺमસඅͱ͠
ͯॲཧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᶄ ࢿఆݻग़ֹ͕ۚࢧ೉ͳ৔߹Ͱɺͦͷֹ͕ۚý÷ສԁະຬຢ͸ࠔग़͔मસඅ͔ͷ۠෼͕ࢧຊతࢿ
຤औಘՁֹͷø÷ˋҎԼͰ͋Ε͹ɺमસඅͱͯ͠ॲཧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻظͷલ࢈

ᶅ
ఆݻग़ֹۚͷú÷ˋͱͦͷࢧଓͯ͠मཧ౳ͷܧ೉ͳ৔߹Ͱɺࠔग़͔मસඅ͔ͷ۠෼͕ࢧຊతࢿ
ग़ͱ͠ࢧຊతࢿΛֹ࢒຤औಘՁֹͷø÷ˋͷ͏͍ͪͣΕ͔গͳֹ͍ۚΛमસඅͱ͠ظͷલ࢈ࢿ
͍ͯΔ৔߹ʹ͸ɺͦͷॲཧ͸ೝΊΒΕ·͢ɻ

ʲࢿຊతࢧग़Λͨͬߦ৔߹ͷঈ٫ํ๏ʳ
　原則として資本的支出は、既存資産と切り離して既存資産と種類及び耐用年数を同じ
くする減価償却資産を新たに取得したものとして償却計算します。ただし、既存資産の
取得時期や償却方法によっては、既存資産として合算して償却することも可能です。
೔༺ڙۀࣄͷ࢈ࢿଘط ฏ੒øĀ೥݄̏úø೔Ҏલ ฏ੒øĀ೥݄̐̍೔Ҏޙ
ظग़ͷ࣌ࢧຊతࢿ ฏ੒øĀ೥݄̐̍೔Ҏޙ

ॲཧͷՄ൱ࢉ߹ ø�ॲཧՄࢉ߹ ผॲཧݸଇݪ
ఆ཰๏ͷ৔߹ͷΈ߹ࢉॲཧՄ�ø

資
本
的
支
出
部
分
の
取
扱
い

個
別
処
理

ঈ٫ํ๏ ఆֹ๏ɺఆ཰๏౳
଱༻೥਺ ͱಉ͡࢈ࢿଘط
ঈݶ٫౓ֹ උ๨Ձֹʢ̍ԁʣ

合
算
処
理

ঈ٫ํ๏ ఆ཰๏౳ʣچఆֹ๏ɺچঈ٫ํ๏ʢچ ఆ཰๏ͷΈՄ

଱༻೥਺ ͱಉ͡࢈ࢿଘط
ࣄ೥౓ͷཌۀࣄͨͬߦग़Λࢧຊతࢿ
टʹऔಘͨ͠΋ͷͱΈͳظ೥౓ͷۀ
ù�ͷ଱༻೥਺Ͱঈ٫࢈ࢿଘطͯ͠

ঈݶ٫౓ֹ ˋĀü×ֹۚͨ͠ࢉ߹ͱ࢈ࢿଘط උ๨Ձֹʢ̍ԁʣ·ͰՄ
*1 合算処理後の分離は、原則としてできません。
*2 �資本的支出を事業年度の途中で行っている場合には、資本的支出部分は月数按分が必要となるため、資本的支出を
行った事業年度においては、既存資産と切り離して月数按分で償却費を計算し、翌事業年度の期首から合算処理し
ます。

（注1）�250％定率法を適用している減価償却資産に対して、平成24年４月１日以後に追加資本的支出を行った場合、そ
の資本的支出は原則として200％定率法で償却をすることになります。この場合、それぞれ適用する償却率が異
なるため、翌事業年度から合算して償却することはできません。
ただし、250％定率法から200％定率法への改正に伴う特例措置の適用を受けた場合には、翌事業年度から合算
して償却することができます。

（注2）�既存の建物附属設備・構築物に対して平成28年４月１日以後に行われた資本的支出については、原則として、
新規資産の取得とみなして償却（定額法）することとなります。
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ʲதখܦۀاӦڧԽ੫੍ͷ֓ཁʳ
ʢద༻ؒظɿྩ࿨̓೥݄̐̍೔͔Βྩ࿨̕೥݄̏úø೔·Ͱʹऔಘ౳͠ۀࣄͨ͠༺ڙۀࣄ೥౓ʣ

ܕྨ ੜ্޲ੑ࢈ઃඋ
ʢ"ྨܕʣ

ऩӹྗڧԽઃඋ
ʢ#ྨܕʣ

໿ԽઃඋूݯࢿӦܦ
ʢ%ྨܕʣ

໛֦େઃඋنӦܦ
ʢ&ྨܕʣ�ø

ର৅๏ਓ ੨৭ਃࠂ๏ਓͰ͋Δதখऀۀا౳ʢù÷ϖʔδࢀরɺద༻আ֎ऀۀࣄʢ̑ϖʔδࢀরʣΛআ͘ʣ

ཁ݅

ᶃܦӦྗܭ্޲ըͷೝఆ
ᶄ�ੜੑ࢈�ù͕چϞσ
ϧൺ೥ฏ̍ۉˋҎ
Δઃඋ্͢޲্

ᶅ�౤ࢿརӹ཰͕೥ฏ
ʢվਖ਼લ͸ˋ̓ۉ
̑ˋʣҎ্ͷ౤ࢿ
Δઃඋ܎ʹըܭ

ᶆ�मਖ਼ 30"ʢ૯࢈ࢿ
རӹ཰�úʣ౳͕Ұఆ
ׂ߹Ҏ্্ঢ͢Δ౤
Δઃඋ܎ʹըܭࢿ

ᶇ�౤ࢿརӹ཰͕೥ฏ̓ۉˋҎ্ٴ
ͼۀ࢈ࡁܦେਉ͕ఆΊΔཁ݅�û
ʹద߹ͨ͠౤ܭࢿըʹ܎Δઃඋ

ର৅ઃඋ

ց૷ஔʢøý÷ສԁҎ্ʣػ
Δʥݶʹ۩޻ࠪݕຢ͸۩޻͸ɺଌఆܕྨ"ʢú÷ສԁҎ্ʣʤ۩޻

ɾඋ඼ʢú÷ສԁҎ্ʣ۩ث

෺ෟଐઃඋʢý÷ສԁҎ্ʣݐ
ֹ͕ܭ߹෺ෟଐઃඋͷݐͼٴ෺ݐ
ø
÷÷÷ສԁҎ্ʢʮੜ͢ࢿʹ্޲ੑ࢈
Δઃඋʯͷಋೖʹ൐͏΋ͷͰ͋Δ͜ͱʣ

ιϑτ΢ΣΞʢþ÷ສԁҎ্ʣ
ʤ"ྨܕ͸ɺઃඋͷՔಇঢ়گ౳ʹ܎Δ৘ใऩूػೳٴͼ෼ੳɾػࣔࢦೳΛ༗͢Δ΋ͷʹݶΔʥ

֬ೝऀ ձ౳ۀ޻ ہۀ࢈ࡁܦ
੫੍ાஔ ଈ࣌ঈ٫ຢ͸̓ˋ੫ֹ߇আʢࢿຊۚͷֹ౳͕ú
÷÷÷ສԁҎԼͷ๏ਓ͸ø÷ˋʣ�ü

*1 �E 類型の確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び中小企業者等の少額減価償却資産の取
得価額の損金算入特例（20ページ参照）の適用を受けることができません。

*2 単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれか
*3 総資産利益率（ROA）……（当期純利益÷総資産）×100
*4 �前年度売上高10億円超90億円未満、売上高100億円超を目指すロードマップの作成、売上高成長率年平均10％以上
を目指す等の要件

*5 E 類型の建物及び建物附属設備の特別償却率又は税額控除率は以下のとおりとなります。
事業供用年度の給与増加割合 特別償却率 税額控除率

5％以上 25％ 2％
2.5％以上 15％ １％
2.5％未満 適用なし

　会社の設備投資による企業力の強化や生産性向上を税制上後押しす
る制度があると聞きましたが、どのような内容でしょうか。

中小企業経営強化税制とは？Q11
ポイント

　中小企業経営強化税制の対象設備を取得等した場合には、即時償却
または税額控除（取得価額×7％（または10％））の適用を受けること
ができます。
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　完全支配関係�øがある法人間で、固定資産等�ùの譲渡等（譲渡直前の帳簿価額が
1,000万円未満の譲渡等を除く）を行ったことにより生ずる譲渡損益は、譲受法人が
その固定資産等を譲渡等�úするときまでその計上を繰り延べる調整計算が必要です。
　この場合、譲渡法人と譲受法人は、一定の事項を相手に通知する必要があります。
*1 �一の者が他の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係（親子法人の関係）、又は一の者との間に
当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係（兄弟法人の関係）をいいます。

*2 固定資産、固定資産以外（棚卸資産）の土地等、一定の有価証券、金銭債権、繰延資産が該当します。
*3 評価換え、貸倒れ、除却等を含みます。

そ
の
他
の
主
な
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制

߲ɹɹ໨ ಺ɹɹ༰

ᾇɹدෟۚͷऔѻ͍
Δʣ͕͋ݶʹ߹Δ৔͕͋܎഑ؔࢧશ׬ʢ๏ਓʹΑΔ܎഑ؔࢧશ׬
Δ಺ࠃ๏ਓؒͷدෟۚʹ͍ͭͯ͸ɺࢧग़๏ਓɾडଃ๏ਓͦΕͧΕ
ͷଆʹ͓͍ͯɺͦͷશֹ͕ଛۚෆࢉೖɺӹۚෆࢉೖͱͳΓ·͢ɻ

ᾈɹडऔ഑౰౳ ๏ਓ͔Βͷडऔ഑౰౳ʹ͍ͭͯ͸ɺͦͷࠃΔ಺͕͋܎഑ؔࢧશ׬
શֹ͕ӹۚෆࢉೖͱͳΓ·͢ɻ

ᾉ�ɹࢿຊۚͷֹ౳͕
̑ԯԁҎ্ͷ๏ਓ
౳ͷø÷÷ˋࢠ๏ਓ
౳� ʹର͢Δద༻
ݶ੍

Լهͷதখۀاಛྫ੫੍ʹ͍ͭͯ͸ɺࢿຊۚͷֹ౳͕̑ԯԁҎ্
ͷ๏ਓ౳ʹΑΔ׬શࢧ഑͕ؔ͋܎Δී௨๏ਓ౳ʹ͸ద༻Ͱ͖·ͤΜɻ
ɹᶃɹதখ๏ਓͷܰݮ੫཰
ɹᶄɹಛఆಉ଒ձࣾͷಛผ੫཰ʢཹอۚ՝੫੍౓ʣͷෆద༻
ɹᶅɹି౗Ҿ౰ۚͷ܁ೖΕ
ɹᶆɹަࡍඅ౳ͷଛۚෆࢉೖ੍౓ʹ͓͚Δఆֹ߇আ੍౓
ɹᶇɹܽଛۚͷ܁໭͠ʹΑΔؐ෇੍౓
ɹᶈɹܽଛۚ౳ͷ߇আ੍ݶાஔͷద༻আ֎

* 100％グループ内の複数の資本金の額等が5億円以上の法人等に発行済株式等の全部を保有されている中小法人等を 
含みます。

100％グループ内の
法人間の資産の譲渡損益

　親会社とその100％子法人との間で、固定資産を譲渡しました。こ
の譲渡損益は、税務上どのような取扱いになるのでしょうか。

ポイント

Q12

　グループ法人税制の適用により、100％グループ内の法人間の資産
の譲渡損益は、税務上その資産を譲受法人が譲渡等するまで計上が繰
り延べられます。
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1 交際費の範囲
　法人税法上の交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、得意先、仕入
先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類
する行為のために支出するもの」をいいます。
　なお、一定の要件に該当する飲食費等（後記 � 参照）や会議費等に該当するもの
は除かれます。

2 交際費の取扱い
　平成26年4月1日から令和９年３月31日までの間に開始する事業年度において支出
する交際費については、以下の取扱いとなります。

期末資本金の額等
選択可

交際費の損金算入限度額
１億円以下の法人�ø 定額控除限度額 年間800万円
１億円超の法人�ù 交際費の額のうち接待飲食費�ú×50％

*1 資本金の額等が5億円以上の法人等の100％子法人等を除きます。
*2 �令和2年４月１日以後開始事業年度より、期末資本金の額等が100億円超の法人は、交際費の全額が損金不算入と
なりました。

*3 専ら、その法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用（社内交際費）を除きます。
 �この制度の適用を受ける場合には、後記 �〈保存書類の記載事項〉の①、②、④、⑤を記載した書類の保存が必
要となります。

　交際費課税という言葉を聞きますが、その内容について教えてくだ
さい。また、損金算入できる飲食費についても教えてください。

交際費課税とは？Q13
ポイント

　会社が使う交際費は、冗費的な支出の抑制等の理由から損金算入に
制限を設けていますが、交際費のうち得意先等を接待して飲食等する
ために支出する費用（接待飲食費）の額の50％相当額は損金の額に算
入できることとなっています。また、1人当たり10,000円以下の飲食費
については交際費の範囲から除外され損金に算入されます。

第４章 会社経費と税務
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� 1人当たり 10,000 円以下の飲食費の取扱い
　令和９年３月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が支出する飲食費

（社内飲食費を除く）のうち1人当たり10,000円以下の飲食費については、交際費の
範囲から除かれ、前記 2 の交際費の損金算入限度額とは別に、全額損金に算入する
ことができます。
　飲食費（飲食その他これに類する行為のために要する費用）の対象は、以下のよう
に区分されます。

ҿ৯අʹؚ·ΕΔߦҝ ҿ৯අʹؚ·Εͳ͍ߦҝ
ɾಘҙઌ౳ࣾ֎ͷऀʹର͢Δ઀଴ͷࡍͷҿ৯
ɾ�ಘҙઌͷࣄߦͷ։࠵౳ʹͯ͠ࡍಘҙઌͷैۀ
һ౳ʹΑΓҿ৯͞ΕΔห౰ͷࠩೖΕɹ౳

ɾ�઀଴ΰϧϑʹͯ͠ࡍͷΰϧϑ৔ʹ͓͚Δҿ৯౳
ɾ�͓ ฻౳ʹ͓͚Δҿ৯෺ͷ٧Ί߹Θͤͷଃ౴ࡀ
౳

　なお、下記①から⑤の事項を記載した書類を保存する必要があります。
ʪอଘॻྨͷ߲ࣄࡌهʫ
ᶃ ͦͷҿ৯අʹ܎Δҿ৯౳ͷ͋ͬͨ೥݄೔

ᶄ ͦͷҿ৯අʹ܎Δҿ৯౳ʹࢀՃͨ͠ಘҙઌɺ࢓ೖઌͦͷଞ܎ؔʹۀࣄͷ͋Δऀ౳ͷ໊ࢯຢ
͸໊শٴͼͦͷؔ܎

ᶅ ͦͷҿ৯අʹ܎Δҿ৯౳ʹࢀՃͨ͠ऀͷ਺
ᶆ ͦͷඅ༻ͷֹۚฒͼʹͦͷҿ৯ళɺྉཧళ౳ͷ໊শٴͼͦͷॴࡏ஍
ᶇ ͦͷଞߟࢀͱͳΔ΂͖߲ࣄ

コメント
1人当たりの飲食費を10,000円以下にするために領収書を複数に分けたり、参加
人数を水増ししたりすること等は、事実の隠ぺいとして重加算税の対象となる可
能性があります。

　インボイス制度導入後、消費税の計算方法として原則課税を適用している法人は、飲食
店等から受け取った領収書等に法定記載事項が記載されていない場合には、原則として、
消費税の仕入税額控除の適用を受けることができなくなりました。
　なお、飲食店や小売業等の事業者から受け取る、簡易適格請求書 ( 下記の事項を記載し
た領収書等 ) でも仕入税額控除の適用を受けることができます。
ᶃ ͦͷҿ৯අʹ܎Δҿ৯౳ͷ͋ͬͨ೥݄೔
ᶄ ద֨੥ٻॻൃऀۀࣄߦͷ໊ࢯຢ͸໊শٴͼొ࿥൪߸ʢ5�øúܻͷ਺ࣈʣ
ᶅ ফඅ੫཰͝ͱʹ۠෼ͯ͠߹ͨ͠ܭରՁͷֹʢ੫ൈ͖ຢ͸੫ࠐΈʣ
ᶆ औҾ಺༰ʢܰݮ੫཰ͷର৅඼໨Ͱ͋Δࢫʣ
ᶇ ੫཰͝ͱʹ۠෼ͨ͠ফඅ੫ֹ౳ຢ͸ద༻੫཰

消費税の適格請求書（インボイス）の記載事項
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1 役員給与の区分
　役員給与は次のように分類され、内容に応じて損金算入・損金不算入の取扱いを受
けることになります。

役員給与
（経済的
利益を含
む）

①�　下記②③
以外の通常
の給与

⑴下記⑵に該当しないもの ➡ 損金不算入
⑵�一定の条件を満たす
役員給与（後記 2 参照） 適正部分 ➡ 損金算入

②�　退職給与で業績連動給与に該当しない
もの・使用人兼務役員の使用人部分 不相当部分 ➡ 損金不算入

③　隠ぺい仮装経理によるもの ➡ 損金不算入

2 損金算入が認められる一定の条件を満たす役員給与
　損金算入が認められる役員給与は次のとおりです。

（1）定期同額給与
　支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時
期における支給額が同額であるものをいいます。
　なお、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額（手取額）が同額である定期給与
も定期同額給与に含まれます。
ᶃɹಉҰۀࣄ೥౓಺
ɹఆظಉֹڅ༩ ὎ ಉҰۀࣄ೥౓಺ͰɺҰఆؒ͝ظͱʹ͢΂ͯಉֹͷڅࢧͷ৔߹

͸ɺఆظಉֹڅ༩ʹ֘౰͠·͢ɻ

　役員給与については、一定の条件を満たす場合に限り損金算入が認
められるそうですが、どのような条件を満たせばよいのでしょうか。

税務上損金として認められ
る役員給与とは？Q14

ポイント
　役員給与のうち、⑴定期同額給与、⑵事前確定届出給与、⑶業績
連動給与のいずれかに該当するもののみ損金算入が認められます。

02_25043177_会社取引をめぐる税務_本文.indd   26 2025/07/31   20:05:08



第
４
章

会
社
経
費
と
税
務

27

ᶄ�ɹ͔݄̏౳Ҏ಺վఆͷ৔߹
ͷվఆલޙఆظಉֹڅ༩ ὎

໾һڅ༩ͷվఆ͕ɺఆ࣌גओ૯ձ౳ͰߦΘΕΔ౳ɺ౰֘ۀࣄ
೥౓։࢝ͷ೔͔Β͔݄̏ʢ੫຿ॺ௕ࢦఆ݄਺＋͔݄̎΋͘͠
͸Ұఆͷ௨ࢉ๏ਓ͸͔݄̐ʣܦա೔·ͰʹߦΘΕ͍ͯΔ৔߹
ʹ͸ɺվఆલ͸લͰಉֹɺվఆޙ͸ޙͰಉֹͰ͋Ε͹ɺఆظ
ಉֹڅ༩ʹ֘౰͠·͢ɻ

ᶅ�ɹྟ࣌վఆࣄ༝ʹΑΔ৔߹
ͷվఆલޙఆظಉֹڅ༩ ὎

໾һڅ༩ͷվఆ͕ɺྟ࣌վఆࣄ༝ʢ໾һͷ৬੍্ͷ஍Ґมߋ
౳ʣʹΑΔ৔߹ʹ͸ɺվఆલ͸લͰಉֹɺվఆޙ͸ޙͰಉֹ
Ͱ͋Ε͹ɺఆظಉֹڅ༩ʹ֘౰͠·͢ɻ

ᶆ�ɹۀ੷ѱԽվఆࣄ༝ʹΑΔ
৔߹ͷվఆલޙఆظಉֹڅ
༩ʢվఆޙ͸ֹݮͷΈʣ

὎
໾һڅ༩ͷվఆ͕ɺܦӦঢ়گͷஶ͍͠ѱԽͳͲͷࣄ༝ʹΑͬ
ͰಉֹͰ͋ޙ͸ޙվఆ͞Εɺվఆલ͸લͰಉֹɺվఆֹݮͯ
Ε͹ɺఆظಉֹڅ༩ʹ֘౰͠·͢ɻ

（2）事前確定届出給与
　所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をいい、一定の期
日までに税務署長に支給の定めの内容に関する届出を行うことで損金に算入すること
ができますが、届出額と支給額が異なる場合には原則として支給額全額が損金不算入
となります。なお、非同族会社の非常勤役員に年1回支給する給与等については、届
出をしなくても損金算入が認められます。

（3）業績連動給与
　同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する業績に関する指
標�を基礎として算定される給与をいい、報酬委員会による決定等の適正な手続を経
ていること等の要件を満たす必要があります。
* 算定指標の範囲に、有価証券報告書に記載されるべき自己資本利益率（ROE）、総資産利益率（ROA）等の利益関
連指標以外に、株式の市場価格の状況を示す指標及び売上高の状況を示す指標が追加されています。

　我が国の防衛力を安定的に支える必要財源を確保するために、令和8年4月1日以後に
開始する事業年度から防衛特別法人税が創設されます。
　なお、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円が控除され
ます。
ೲ੫ٛ຿ऀ ೥౓ͷॴಘʹର͢Δ๏ਓ੫͕՝͞ΕΔ๏ਓۀࣄ֤
੫ֹͷࢉܭ ๷Ӵಛผ๏ਓ੫＝�ʢج४๏ਓ੫ֹ�－߇ૅجআֹʢü÷÷ສԁʣʣ×̐ˋ－֎ࠃ੫

ֹͷ߇আ౳
* �基準法人税額とは、所得税額の控除、外国税額の控除等を適用しないで計算した各事業
年度の所得に対する法人税の額をいいます。

ਃٴࠂͼೲ෇ ๷Ӵಛผ๏ਓ੫ͷਃٴݶظࠂͼೲ෇ݶظ͸ɺ֤ۀࣄ೥౓ͷॴಘʹର͢Δ๏ਓ੫
ͷਃٴݶظࠂͼೲ෇ݶظͱಉҰͱͳΓ·͢ɻ

令和7年度税制改正
防衛特別法人税の創設
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　青色申告法人が、令和6年4月1日以後に開始する事業年度に適用できる賃上げ促
進税制には、①中小企業者等向け、②中堅企業向け、③全企業向けがあり、控除割合
等は下記のとおりとなります。
　また、中小企業者等については、5年間の繰越控除制度が創設されました。
控除額：雇用者全体の給与等支給額の増加額×税額控除率（法人税額の20% が限度）

ద༻ର৅ ௞্͛ཁ݅ ্৐ͤཁ݅ᶃ �ø
࿅අ܇ҭڭ

্৐ͤཁ݅ᶄ �ù
ԉࢧ༂׆ԉɾঁੑࢧҭͯࢠ

中
小
企
業
者
等
�ú

શମऀ༺ޏ
ͷڅ༩౳ࢧ
ֹڅ

લ೥౓ൺø�ü�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰øü� લ೥౓ൺ̑�Ҏ্

˰੫ֹ߇আ཰ø÷�্৐ͤ

͘ΔΈΜೝఆҎ্
ຢ͸

͑Δ΅͠ೝఆʢ̎ஈ֊໨Ҏ্ʣ
˰੫ֹ߇আ཰̑�্৐ͤ

લ೥౓ൺù�ü�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰ú÷�

中
堅
企
業
�û

ऀ༺ޏଓܧ
ͷڅ༩౳ࢧ
ֹڅ

લ೥౓ൺ̏�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰ø÷�

લ೥౓ൺø÷�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰̑�্৐ͤ

ϓϥνφ͘ΔΈΜೝఆ
ຢ͸

͑Δ΅͠ೝఆʢ̏ஈ֊໨Ҏ্ʣ
˰੫ֹ߇আ཰̑�্৐ͤ

લ೥౓ൺ̐�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰ùü�

全
企
業

લ೥౓ൺ̏�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰ø÷�

ϓϥνφ͘ΔΈΜೝఆ
ຢ͸

ϓϥνφ͑Δ΅͠ೝఆ
˰੫ֹ߇আ཰̑�্৐ͤ

લ೥౓ൺ̐�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰øü�
લ೥౓ൺ̑�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰ù÷�
લ೥౓ൺ̓�Ҏ্
˰੫ֹ߇আ཰ùü�

*1 上乗せ要件①は、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に限り適用可能です。
*2 �厚生労働省が実施するくるみん認定（子育てサポート）やえるぼし認定（女性の活躍推進）を実施している法人に
対して税額控除率の上乗せ措置が創設されました。

*3 中小企業者等については、20ページ参照
*4 青色申告書を提出する従業員数2,000人以下（支配関係がある法人との従業員数の合計が10,000人超を除く）の法人

　従業員の賃上げを行った場合には、税務上の優遇措置があるそうで
すが、その優遇措置について教えてください。

賃上げを行った場合の
優遇措置とは？Q15

ポイント
　従業員の賃上げや人材育成への投資を積極的に行った法人には、法
人税額が軽減される賃上げ促進税制が設けられています。
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　法人が有する金銭債権（受取手形、売掛金、貸付金等の金銭債権）について、得意
先の倒産等の事由により回収が不可能となった場合には、貸倒損失として損金に算入
することができます。
　しかし、法人税法においては金銭債権の回収が不可能となったかどうかの判定基準
が非常に厳しく規定されており、貸倒損失が計上できる事由として次の３つのケース
が規定されています。

（1）法律上の貸倒れ
༝ࣄͰ͖Δ্ܭ ͷൣғݖ࠴ ଛۚࢉೖ࣌ظ ଛۚࢉೖֹ

ըͷೝՄͷܾఆɹܭੜ࠶ը΍ܭੜߋ
౳ ۚમݖ࠴ ͦͷ࣮ࣄͷൃੜͨ͠

೔ͷଐ͢Δۀࣄ೥౓
੾ΓࣺͯΒΕΔ͜ͱͱ
ͳͬͨ෦෼ͷֹۚ

（2）事実上の貸倒れ（損金経理が必要）
༝ࣄͰ͖Δ্ܭ ͷൣғݖ࠴ ଛۚࢉೖ࣌ظ ଛۚࢉೖֹ

෷ೳྗ͔ΒΈࢧɺگঢ়࢈ࢿ຿ऀͷ࠴
ͯશֹ͕ճऩෆೳͱೝΊΒΕΔ৔߹
ʢ୲อ෺ͷॲ෼ݶʹޙΔʣ

ۚમݖ࠴
ճऩͰ͖ͳ͍͜ͱ͕
໌Β͔ʹͳͬͨۀࣄ
೥౓

ۚમݖ࠴ͷશֹʢҰ෦
͸ೝΊΒΕ·ͤΜʣ

（3）形式上の貸倒れ（損金経理が必要）
༝ࣄͰ͖Δ্ܭ ͷൣғݖ࠴ ଛۚࢉೖ࣌ظ ଛۚࢉೖֹ

ঢ়࢈ࢿ຿ऀʹ͖ͭͦͷ࠴ଓऔҾΛ͍ͯͨ͠ܧ
෷ೳྗ౳͕ѱԽͨͨ͠ΊʹऔҾΛఀࢧɺگ
ɺͦ͠ࢭ ͷݪޙଇͱͯ̍͠೥Ҏ্ܦաɹ౳

ചֻݖ࠴
ͷΈ

औҾఀݪޙࢭଇͱ͠
ͯ̍೥Ҏ্ܦաͨ͠
೔Ҏޙ

ചֻݖ࠴ͷֹ͔Βඋ๨
Ձֹʢ̍ԁʣΛ߇আ͠
ֹͨۚ

債権が回収不能になったと
き（貸倒損失）

　得意先が倒産しました。その得意先に対する売掛金等の債権は、税
務上、どのように処理をすればよいでしょうか。

ポイント

Q16

　得意先に対する売掛金等の債権が倒産等の事由により取立不能の状態
になった場合には、貸倒損失として損金処理することが認められています。
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　貸倒引当金制度とは、法人が期末に有する金銭債権�について、法人税法上の繰入
限度額までの損金算入を認める制度です。
　損金算入が認められる繰入限度額は、金銭債権�を個別評価金銭債権と一括評価金
銭債権とに区分し、それぞれの区分ごとに定められています。
* 完全支配関係がある法人に対する金銭債権を除きます。
（注） �貸倒れや返品の可能性があることにより売掛金等に計上されていない金額（金銭債権計上差額）がある場合に

は、その金銭債権計上差額に相当する金額について貸倒引当金が設定されているものとみなします。

1 貸倒引当金の適用法人
　法人税法上の貸倒引当金制度の適用を受けられる法人が、中小法人等（10ペー
ジˎø 参照）、銀行、保険会社、リース会社等に限定されています。

2 個別評価金銭債権
　債務者に次の事実が生じている場合は、個別評価金銭債権の損失の見込額をそれぞ
れの場合の区分に応じて各債務者ごとに貸倒引当金に繰り入れることができます。

　当社が有する売掛金はQ16のような貸倒損失計上の要件を満たし
ていませんが、将来の貸倒れに備えて、税務上活用できる制度はあり
ませんか。

将来の貸倒れに備えたい
（貸倒引当金）Q17

ポイント
　中小法人等（下記 1 貸例引当金の適用法人参照）に限り、貸倒損失
計上の要件を満たさない場合であっても、将来の貸倒れに備えて貸倒
引当金を計上することができます。
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۠ɹ෼ ɹ࣮ࣄ ౓ֹݶೖ܁
௕ظ୨্͛
ʹΑΔ৔߹

ᶃɹߋੜܭըೝՄͷܾఆ
ᶄɹ࠶ੜܭըೝՄͷܾఆ
ᶅ�ɹ࠶ੜܭըೝՄͷܾఆʹ४ͣΔ࣮ࣄ
౳

ͦͷࣄ༝͕ੜͨ͡ۀࣄ೥౓ऴྃͷ೔ޙ
̑೥Ҏ಺ʹห͞ࡁΕͳֹ͍ۚ

຿௒աঢ়࠴
ଶͷܧଓ౳
ʹΑΔ৔߹

ۚમݖ࠴ͷ࠴຿ऀʹ͖ͭɺ࠴຿௒աͷ
ঢ়ଶ͕૬౰ظ ʢ͓͓ؒΉͶ̍೥Ҏ্ʣܧ
ଓ͠ɺ޷ۀࣄసͷݟ௨͕͠ͳ͍͜ͱɹ౳

औཱͯ౳ͷࠐݟΈ͕ͳ͍ͱೝΊΒΕΔ
ֹۚ

ʹ४جࣜܗ
ΑΔ৔߹

ᶃɹߋੜखଓ։࢝ͷਃཱͯ
ᶄɹ࠶ੜखଓ։࢝ͷਃཱͯ
ᶅɹഁ࢈खଓ։࢝ͷਃཱͯ
ᶆ�ɹख׵ަܗॴɾҰఆͷిهݖ࠴ࢠ࿥
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� 一括評価金銭債権
　一括評価金銭債権については、次の算式のいずれかにより計算した金額を貸倒引当
金として繰り入れることができます。
⑴　一括評価金銭債権×貸倒実績率�＝繰入限度額
* 貸倒実績率は次の計算式による過去3年間の平均貸倒実績率によります（売掛債権等※に係るものに限ります）。

貸倒実績率＝

分母の各事業年度における
貸倒損失等の合計額　　　×

12　　　　　　　　　　　　各事業年度の月数の合計数 小数点以下
４位未満切
上げ ʣʢ当期前3年以内に開始した各事業年度末に

おける一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額×
１　　　　　　　各事業年度の数

※ 売掛債権等とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいいます。

⑵　（一括評価金銭債権－実質的に債権と認められない金額�ø）×法定繰入率�ù

＝繰入限度額
*1 �実質的に債権と認められない金額とは、同じ相手先に対して、売掛金と買掛金等のような債権・債務を有する
場合の債権の金額と債務の金額のいずれか少ない金額をいいます（一定の中小法人等（10ページ�ø参照）につ
いては、簡便法の採用も認められています）。

*2 �中小法人等（10ページ参照）のうち、適用除外事業者（5ページ参照）に該当する法人は、法定繰入率を適用
することはできません。
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※本冊子の内容に関するお問い合わせは、下記の宛先まで FAX等文書でお送りください。
　なお、個別事案に関するご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
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